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第 ８ 回  熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

平成26年１月28日(火曜日) 

            午前10時０分開議 

            午後０時10分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

報告事項 

①「「安全・安心くまもと」実現計画 

2014」の策定について 

 ②「第２期くまもと「夢への架け橋」教

育プラン（仮称）」の策定について 

 ③「熊本県子どもの読書活動推進計画

（第三次）」の策定について 

 ④「熊本県スポーツ推進計画」の策定に

ついて 

 ⑤「熊本県いじめ防止基本方針」につい  

  て 

   ――――――――――――――― 

出席委員（８人） 

        委 員 長 髙 野 洋 介 

        副委員長 九 谷 高 弘 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員  荒 木 章 博 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 前 田 憲 秀 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者  

 教育委員会 

         教育長 田 崎 龍 一 

教育理事 柳 田 幸 子 

総括審議員兼教育指導局長 瀬 口 春 一 

教育総務局長 柳 田 誠 喜 

教育政策課長 能 登 哲 也 

学校人事課長 山 本 國 雄 

社会教育課長 福 澤 光 祐 

文化課長 小 田 信 也 

        施設課長 清 原 一 彦 

      高校教育課長 上 川 幸 俊 

政策監兼高校整備推進室長 田 村 真 一 

義務教育課長 緒 方 明 治 

特別支援教育課長 髙 橋 次 郎 

人権同和教育課長 池 田 一 也 

体育保健課長 平 田 浩 一 

警察本部 

本部長 西 郷 正 実 

警務部長 黑 岩   操 

生活安全部長 浦 次 省 三 

刑事部長 浦 田   潔 

交通部長 木 庭   強 

        警備部長 吹 原 直 也 

       首席監察官 吉 長 立 志 

参事官兼警務課長 福 田 泰 三 

参事官兼会計課長 牧 野 一 矢 

理事官兼総務課長 奥 田 隆 久 

参事官兼生活安全企画課長 甲 斐 利 美 

参事官兼刑事企画課長 林   修 一 

参事官兼交通企画課長 高 山 広 行 

理事官兼交通規制課長 安 武 秀 則 

参事官兼警備第一課長 佐 藤 正 泉 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 小 夏   香 

     政務調査課主幹 山 鹿 公 嗣  

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○髙野洋介委員長 皆さんおはようございま

す。 

 ただいまから、第８回教育警察常任委員会

を開会いたします。 

 本日の議題として、警察本部から１件、教

育委員会から４件の報告事項があります。警
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察本部、教育委員会の順に説明を求め、質疑

については、執行部の説明終了後、一括して

受けたいと思います。 

 なお、執行部が説明を行われる際は、着席

のままで結構です。 

 それでは、警察本部長から総括説明を行

い、続いて、担当部長から説明をお願いいた

します。 

 初めに、西郷警察本部長。 

 

○西郷警察本部長 おはようございます。 

 それでは、警察関係の総括説明をさせてい

ただきます。失礼ですが、着座で説明をさせ

ていただきます。 

 常任委員会の皆様方には、平素から、警察

行政の各般にわたりまして、深い御理解と温

かい御支援をいただいておりますことに対し

まして心からお礼を申し上げます。 

 髙野委員長におかれましては、昨年末に実

施をしました繁華街クリーンアップ大作戦一

斉パレードに御参加をいただき、また、委員

の皆様方には、年頭視閲式に、大変お忙しい

中、御出席をいただき、まことにありがとう

ございました。重ねてお礼を申し上げます。 

 本日は、ことし初めての委員会でございま

すので、警察関係の取り組みについて若干説

明をさせていただきます。 

 県警察では、昨年までの２年間、「「安全・

安心くまもと」実現計画2012」を策定し、組

織の総力を挙げて各種施策を推進してまいり

ました。 

 その結果、基本目標に掲げました刑法犯認

知件数は、下半期では増加傾向に転じ、ま

た、殺人、強姦などの重要犯罪、住宅対象の

侵入盗、ひったくりなどの悪質な窃盗犯が増

加をしましたが、年単位では10年連続で減少

をしました。 

 交通死亡事故も、増加傾向の中、年単位で

は前年と同数となりました。 

 一方、犯罪の検挙につきましては、刑法犯

全体では前年比で減少しましたが、殺人、強

制わいせつなどの重要犯罪、住宅対象の侵入

盗など、県民を不安に陥れる事件では、前年

を上回る検挙となりました。 

 県警察では、このような治安情勢を踏まえ

まして、一層の治安の向上を図るため、平成

27年末までの治安計画として、「「安全・安心

くまもと」実現計画2014」を策定し、取り組

むことといたしました。 

 計画の詳細につきましては、担当者から説

明をさせますが、県警察では、ことしも、職

員一丸となって、県民の期待と信頼に応える

ことができるよう取り組んでまいりますの

で、皆様方には、引き続き御理解と御支援を

賜りますようお願いを申し上げます。 

 

○黑岩警務部長 おはようございます。 

 それでは、県警察からは、「「安全・安心く

まもと」実現計画2014」の策定について御説

明をいたします。 

 県警察では、平成24年から２年間の治安対

策として策定しました「「安全・安心くまも

と」実現計画2012」に基づき、犯罪及び交通

死傷事故の抑止並びに犯罪の検挙に組織を挙

げて取り組んでまいりました。 

 その結果、刑法犯認知件数は10年連続の減

少となり、また、交通事故の死者数について

も、昭和48年のピーク時と比較すると約３割

にまで減少するなど、着実な成果をおさめて

います。 

 しかしながら、県内では、女性、子供を狙

った性犯罪や、強盗や殺人などの凶悪事件に

発展するおそれがある空き巣、忍び込み等の

侵入窃盗事件が増加傾向にあるなど、安心の

確保、すなわち、県民の治安に対する不安感

の解消はいまだ道半ばであると考えておりま

す。 

 そこで、実現計画2012が昨年末をもって終

期を迎えたことに伴い、本年１月からの新た

な治安計画として、「「安全・安心くまもと」
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実現計画2014」を策定し、安全、安心なくま

もとを実現するための治安対策を推進してい

くこととしました。 

 本計画の策定に当たりましては、実現計画

2012の検証結果はもとより、体感治安に関す

る県民の意識調査の結果、変化する社会情

勢、治安情勢等を踏まえたものとしていま

す。 

 それでは初めに、実現計画2012の検証結果

について御説明します。 

 お手元の資料１をごらんください。 

 この資料は、実現計画2012を推進する上で

基本目標としました３項目の推進状況を検証

したものです。 

 なお、実現計画2014についても、同じ基本

目標としています。 

 １の安全・安心を体感できる犯罪抑止です

が、昨年の刑法犯認知件数は１万2,836件

で、ピーク時である平成15年の半数以下とな

り、また、10年連続での減少となりました。

これは、県警察が、関係機関、団体、地域住

民と連携、協働して、各種犯罪抑止対策に取

り組んできた成果だと考えております。 

 ２の交通死傷事故の抑止ですが、交通事故

死者数は一昨年と同数で、昭和48年のピーク

時と比較すると約３割にまで減少しています

が、ここ数年で下げどまりの様相を示してい

ます。また、内容を見てみますと、依然とし

て死者全体の半数を高齢者が占めている状況

にあります。死傷者数については、発生件数

の減少に伴い、減少傾向を示しています。 

 ３の県民生活を脅かす犯罪の検挙ですが、

刑法犯検挙率及び特別法犯送致人員が低下、

減少をしています。内容を見ますと、振り込

め詐欺などの特殊詐欺事件、出会い系サイト

などのネットワーク利用犯罪、薬物事犯等の

検挙が低調でした。しかしながら、暴力団幹

部らによる殺人事件、菊池市・竜門ダムにお

ける女性殺人事件など、社会的に耳目を集め

る重要犯罪については相次いで検挙するなど

して、県民の不安の解消に努めているところ

です。 

 次に、体感治安に関する県民の意識調査の

結果について御説明をいたします。 

 資料の２をごらんいただければと思いま

す。 

 本調査は、平成19年から２年ごとに、体感

治安に関する県民の意識調査として、同じ質

問項目によりアンケートを実施しているもの

で、資料は、平成21年、平成23年及び平成25

年の実施結果について、その概要をまとめた

ものです。 

 問２、水色で網かけしてありますが、問２

を見ますと、ここ数年間の熊本県の治安につ

いては、良くなった、どちらかといえば良く

なったと回答した人が30.1％と、前回の調査

結果よりも4.3ポイント増加しており、平成1

9年の調査開始以来初めて、悪くなった、ど

ちらかといえば悪くなったの回答を上回った

という結果から、治安回復の兆しが見られた

と考えています。 

 このほか、主な特徴点について申し上げま

すと、問３になりますが、熊本県の治安につ

いて不安に感じているものとして、前回２位

であった、子供への声かけやわいせつ事案が

今回は１位となりました。 

 また、次のページをおめくりいただきます

が、問10にあります、特に力を入れて取り締

まってほしい組織や個人として、暴力団や暴

力団員と、暴走族などの非行集団や非行少年

が同率で１位という結果でした。 

 以上のとおり、実現計画2012の検証結果や

意識調査結果等を踏まえ、県警察としまして

は、治安回復の歩みを確実なものとし、県民

の体感治安をより向上させるための治安計画

として「「安全・安心くまもと」実現計画201

4」を策定いたしました。 

 それでは、実現計画2014について説明をし

ます。 

 資料３をごらんいただければと思います。 
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 計画の名称については、表題にありますと

おり、「「安全・安心くまもと」実現計画201

4」としていますが、これは、「安全・安心く

まもと」実現計画という名称が、警察職員の

みならず、県民や関係機関、団体等に広く周

知され、定着していること、定着した名称を

継承することで、警察職員に目標を達成する

という認識を共有させ、県民に対して公約し

た内容を達成するまでやり抜く姿勢を示すた

めなどの理由から設定をしたものです。 

 推進期間は、平成26年１月から平成27年12

月までの２カ年といたします。これは、熊本

県全体で取り組んでいる幸せ実感くまもと４

カ年戦略及び第９次熊本県交通安全計画の終

期がいずれも平成27年度末であり、県と連動

して両計画を掲げた目標を達成すべきである

ということ、また、変化する治安情勢、社会

情勢を踏まえたものとすることが必要なこと

から、これまでの計画と同様に２カ年といた

しました。 

 計画の基本理念は、２に記載をしてありま

すが、「県民の期待と信頼に応える強い警察

～安全・安心なくまもとを目指して～」であ

ります。前計画の基本理念は「県民の期待と

信頼に応える力強い警察」であり、これまで

の力強い警察から力という文字をとった強い

警察となり、イメージが変わったかと思われ

るかもしれませんが、これは、先般、警察庁

から「高い規律と士気を有する警察組織を確

立するとともに、第一線警察機能を最大限に

発揮するための環境を整え、もって、国民の

期待と信頼に応える強い警察を確立しなけれ

ばならない」と指示されたことを受け、策定

したもので、単に力強いという外向きの執行

力だけではなく、内面からの強さを十分に備

えた警察組織となり、その上で、犯罪や事故

に立ち向かうための執行力を発揮し、安全、

安心なくまもとを実現していくとの趣旨によ

るものです。 

 また、サブタイトルの「～安全・安心なく

まもとを目指して～」については、県民の期

待と信頼に応える強い警察を確立して、県民

のために、安全、安心なくまもとを目指して

いくという、いわば県警察の決意を表現した

ものです。 

 この基本理念は、平成26年熊本県警察運営

方針として位置づけております。 

 計画の基本目標は、３になりますが、これ

は、県民の体感治安の向上を図り、あわせ

て、熊本県の計画である「幸せ実感くまもと

４カ年戦略」及び「第９次熊本県交通安全計

画」の目標を達成するため、前計画の基本目

標を継承し、安全・安心を体感できる犯罪抑

止、交通死傷事故の抑止、県民生活を脅かす

犯罪の検挙といたしました。 

 重点項目、４番になりますが、これにつき

ましては、資料にあるとおり、８項目を設定

いたしました。 

 重点項目及びその推進施策については、資

料の右側に記載をしておりますが、その内容

につきましては、資料４の「「安全・安心く

まもと」実現計画2014」により御説明をいた

したいと思います。 

 それでは、資料４になりますが、少しおめ

くりをいただきまして、３ページをごらんい

ただければと思います。 

 第１の犯罪の起きにくい社会づくりです

が、次のページを含めまして、６つの推進施

策を掲げております。 

 県警察では、これまで、犯罪の発生を抑止

するために、さまざまな施策を推進してきた

ことにより、刑法犯認知件数は、平成16年以

降、10年連続で減少をいたしました。今後も

引き続き犯罪抑止総合対策を推進するととも

に、警察と関係機関、団体、地域住民との連

携、協働した取り組みにより、県民が安全で

安心して暮らせる犯罪の起きにくい社会を目

指し、取り組むこととします。 

 特に、推進施策１の地域の情勢に即した犯

罪抑止対策の推進では、取り組み項目とし
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て、新たに犯罪抑止に関する情報発信活動の

強化を盛り込みました。これは、意識調査結

果において、治安や犯罪に関する情報提供は

十分だと思いますかとの問いに対し、依然と

して半数の方が、余り十分でない、不十分だ

と思うと回答していることから、犯罪の発生

状況や防犯対策等の情報発信活動を強化し、

県民の体感治安の向上を図るとともに、警察

活動に対する県民の皆様の一層の理解を求め

ることを目的として盛り込んだものです。 

 次に、５ページをごらんください。 

 第２の県民生活を脅かす犯罪の徹底検挙で

すが、８つの推進施策を掲げています。意識

調査結果では、特に力を入れて取り締まって

ほしい犯罪の１位は、殺人、強盗などの凶悪

な犯罪であり、この種の事案への対策とし

て、迅速、的確な初動警察活動の推進を初め

とした各種施策に取り組むことといたしま

す。 

 また、前計画の検証において今後の課題と

なった振り込め詐欺などの特殊詐欺に対する

取り締まりやサイバー空間における犯罪対策

についても、引き続き推進施策として掲げ、

取り締まりと検挙を強化することといたしま

す。 

 ８ページをごらんください。 

 第３の思いやりのある安全な交通社会の実

現ですが、５つの推進施策を掲げておりま

す。 

 県下の交通事故の発生件数は減少傾向で推

移していますが、依然として飲酒運転など悪

質交通違反による交通事故やひき逃げ事件な

どの重大交通事故の発生が後を絶ちません。 

 悲惨な交通事故を一件でも減少させ、安全

な交通社会を実現するためには、交通社会を

構成する一人一人がお互いを思いやる心を持

って、交通ルール、マナーを守ることが重要

です。 

 そこで、思いやりのある安全な交通社会の

実現に向け、県民とともに進めてきた各種施

策をさらに強化し、これまで以上に総合的な

交通死傷事故抑止対策を推進することとしま

す。 

 また、意識調査結果で特に力を入れて取り

締まってほしい組織の１位として、暴力団と

ともに挙げられた暴走族などの非行集団に対

する取り締まりについては、推進施策２の道

路交通秩序の維持の中に、暴走族を許さない

社会環境づくりと暴走行為の徹底検挙を盛り

込み、今後も引き続き取り締まりを強化する

こととします。 

 次に、10ページをごらんください。 

 第４の高齢者の安全の確保ですが、３つの

推進施策を掲げています。 

 県警察では、高齢者の安全の確保に向けた

さまざまな施策を推進してきましたが、依然

として高齢者を狙った犯罪は後を絶たず、ま

た、高齢者が当事者となる交通事故も多発し

ている状況です。そこで、今後も引き続き高

齢者の安全を確保するための取り組みを強化

することといたしました。 

 11ページをごらんください。 

 第５、子供を犯罪から守り育てる社会の実

現ですが、３つの推進施策を掲げています。 

 県内の刑法犯少年の検挙・補導人員は、平

成15年以降減少傾向にあるものの、万引き等

の初発型非行は高原状態で推移するととも

に、再非行者率が高く、警察で検挙、補導し

た少年のうち、３人に１人が再び非行に走っ

ている現状がございます。 

 一方、子供が被害者となる性犯罪やその前

兆事案となる声かけ、つきまとい等の事案、

インターネットを通じて児童買春等の福祉犯

被害に遭う少年も後を絶たず、いじめや児童

虐待事案についても予断を許さない状況で

す。 

 こうした厳しい情勢を踏まえ、自治体、教

育機関、ボランティア団体等と連携を図りな

がら、子供を犯罪から守り育てる社会の実現

を目指すことといたします。 
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 また、意識調査結果で治安について不安を

感じているものの１位が、子供への声かけや

わいせつ事案であったことを踏まえ、子供を

犯罪被害から守るための対策の強化を推進施

策の１番目に掲げ、子供を狙った性犯罪の予

防、いじめ問題への的確な対応及び虐待事案

への取り組みの強化などを盛り込み、引き続

き取り組みを強化することとします。 

 12ページをごらんください。 

 第６の暴力団の排除と組織犯罪の取り締ま

りの徹底ですが、４つの推進施策を掲げてい

ます。 

 暴力団は、これまで本県を含む九州各地で

対立抗争事件を繰り返すなど、社会にとって

大きな脅威となっており、意識調査の結果か

らも、県民は、暴力団や暴力団員の取り締ま

りを強く望んでいます。 

 一方、暴力団排除条例の施行に伴う官民協

働の取り組み等により、暴力団を社会から孤

立させ、これを排除するための千載一遇のチ

ャンスが到来しております。この機会に、暴

力団対策を中心に、国際犯罪組織等を含めた

組織犯罪の封圧に向けた施策を強力に推進す

ることといたします。 

 14ページをごらんください。 

 第７、災害・テロ等緊急事態への迅速・的

確な対応ですが、２つの推進施策を掲げてい

ます。 

 東日本大震災、九州北部豪雨、伊豆大島の

土石流災害など、近年甚大な被害をもたらす

大規模な自然災害が相次いで発生し、これま

で以上に行政機関による災害対策の重要性が

注目されています。 

 また、国内外の諸問題を捉えた抗議活動を

執拗に行う右翼などがテロ等重大事件を引き

起こすおそれがあるなど、依然としてテロの

脅威に直面しています。 

 このような災害やテロ等の緊急事態は、一

たび発生すれば多くの犠牲者が出るととも

に、社会的に大きな混乱を引き起こすなど、

その影響ははかり知れないことから、今後

も、災害、テロ等の緊急事態に迅速、的確に

対応できる体制づくりを推進することといた

します。 

 15ページをごらんください。 

 第８の治安を支える人づくり・組織づくり

ですが、６つの推進施策を掲げています。 

 県民が幸せを実感できるくまもとを実現す

るため、警察活動を支える人的・物的基盤の

充実強化を図るとともに、必要な警察力を適

正に配分するなど、県民の期待と信頼に応え

る強い警察の確立に向けた取り組みを推進す

ることといたします。 

 特に、推進施策３の女性の視点を一層反映

した警察運営の推進については、昨今、スト

ーカーやＤＶ等、女性の犯罪被害者や相談に

対する的確な対応が求められていることに鑑

み、女性の採用、登用拡大を初めとする多様

な人材の確保による警察組織の人的基盤の強

化への取り組みを推進することといたしま

す。 

 以上のとおり、「「安全・安心くまもと」実

現計画2014」の策定及び概況について説明い

たしましたが、県警察においては、今後２年

間にわたり、本計画に基づき、安全、安心な

くまもとの実現に向けた取り組みを推進して

まいりますので、委員長初め各委員の皆様方

には、引き続きの御理解と御支援を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 警察からは以上でございます。 

 

○髙野洋介委員長 続きまして、教育委員会

から説明をお願いいたします。 

 初めに、田崎教育長、お願いいたします。 

 

○田崎教育長 おはようございます。 

 説明に先立ちまして、去る１月７日に、公

金等の窃盗及び横領事案により２人を懲戒免

職、３人を管理監督責任として、減給及び戒

告とする５人の懲戒処分を行うに至りました
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ことについて、委員の皆様方並びに県民の皆

様に対しまして深くおわびを申し上げます。 

 今回の事案を受け、服務監督権者である市

町村教育委員会に対して、公金管理等につい

て、早急に実態把握と今後の対策を行うよう

指導するとともに、その結果を報告するよう

要請いたしました。 

 今後、教育行政への信頼回復のため、市町

村教育委員会、学校及び教職員と一丸となっ

て対処してまいりたいと考えております。 

 委員の皆様には、今後とも御指導、御助言

賜りますようお願いを申し上げます。 

 それでは、本日予定しております教育委員

会関係報告事項の概要について御説明いたし

ます。 

 まず、「第２期くまもと「夢への架け橋」

教育プラン(仮称)」についてでございます

が、今年度で現行計画の計画期間が満了する

ことに伴い、本県教育の課題解決に当たり、

次の５年間において取り組むべき計画を策定

するものでございます。 

 なお、本計画につきましては、２月定例県

議会に議案として上程し、改めて御審議いた

だくこととしております。 

 次に、「熊本県子どもの読書活動推進計画

(第三次)」については、今年度で現行の第二

次計画が終了することに伴い、これまでの成

果と課題を踏まえ、新たな推進計画を策定す

るものでございます。 

 また、「熊本県スポーツ推進計画」につい

ては、県民がそれぞれのライフステージに応

じて、気軽にスポーツを楽しみ、健康で活力

ある社会を構築していくための指針として策

定するものでございます。 

 最後に、「熊本県いじめ防止基本方針」に

つきましては、いじめ防止対策推進法の施行

を受け、昨年12月26日付で策定し、学校、市

町村教育委員会及び関係機関等に発出したと

ころでございます。なお、現在、学校及び市

町村教育委員会においては、国や県の基本方

針を参考に、それぞれの基本方針の策定が進

められている状況でございます。 

 以上が報告事項の概要でございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を

させますので、御審議のほどよろしくお願い

を申し上げます。 

 

○能登教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 お手元の資料、教育警察常任委員会報告事

項の１ページをお願いいたします。 

 「第２期くまもと「夢への架け橋」教育プ

ラン(仮称)」の策定につきまして御報告いた

します。 

 この計画は、平成21年３月に策定いたしま

した「くまもと「夢への架け橋」教育プラ

ン」につきまして、今年度で計画期間が満了

するため、今後の取り組みの方向性を示す第

２期計画を策定するものでございます。 

 ２の計画の概要といたしまして、この計画

は、教育基本法第17条第２項の規定に基づき

県が策定いたします計画でございまして、計

画期間は、平成26年度から30年度までの５年

間といたしております。 

 現行計画と同様、教育委員会、知事部局、

警察本部で所管する教育、子育て、学術、ス

ポーツ、文化芸術などの事項を対象とした計

画でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 基本理念を、「郷土に誇りを持ち、夢の実

現を目指す熊本の人づくり」としておりまし

て、今回、新たに熊本の人づくりを明確化し

た４つの目指す姿を設けております。この目

指す姿におきます家庭を中心とした教育、命

を大切にする心の育成、熊本に誇りを持ち、

夢の実現を目指すを重視している点は、本計

画の特色となるものと考えております。 

 この基本理念や目指す姿を実現するため、

今後５年間で重点的に取り組む事項の「夢を

叶えるミッション」や取り組みの基本的方向
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性を設けております。 

 ｢夢を叶えるミッション」では、子供たち

の夢をしっかり応援したいとの思いから、夢

をキーワードに「夢をはぐくむ」「夢を拡げ

る」「夢を支える」の３つの観点から、例え

ば「家庭教育支援にしっかり取り組みます」

などの具体的なメッセージとその到達度を図

る目標を設定しております。 

 基本的方向性は、幼児期、青少年期、成年

期のおおむねライフステージごとに取り組み

の指針となる11の柱と取り組み事項、主な施

策を設けております。 

 策定に当たりましては、教育委員会、知事

部局、警察本部で連携、協力して策定作業を

進めております。関係課25課による幹事会を

３回開催いたしまして、計画内容の検討を進

めてまいりました。 

 また、外部有識者等で構成いたします検討

委員会を設置しまして、会合を７月、10月、

１月の３回開催いたしまして、専門的な観点

からの意見をいただきまして、計画案作成の

参考といたしております。 

 さらに、現行計画の進捗管理を行うくまも

と「夢への架け橋」教育プラン推進委員会に

おきまして、第１期計画の４年間の成果と課

題を検証していただき、それを踏まえた第２

期計画といたしております。 

 ３ページでございますが、４のスケジュー

ルでございます。 

 中ほどでございます。昨年11月25日から12

月24日にかけまして、パブリックコメントを

実施いたしまして、県民の皆様から多くの意

見を頂戴いたしました。その意見を踏まえま

すとともに、昨年12月に策定いたしました、

後ほど御報告させていただきます、熊本県い

じめ防止基本方針等を反映させるなど、時点

修正を行いながら最終案を作成しているとこ

ろでございます。 

 今後は、２月の教育委員会、庁議といった

庁内手続を踏まえまして、計画案を２月県議

会に提案する予定でございます。 

 なお、資料の４ページ、５ページに新プラ

ンの概要版をつけております。４ページで

は、策定の趣旨と基本理念につきまして記載

しております。５ページでは、重点事項の夢

を叶えるミッション及び右側に11の基本的方

向性と取り組み事項の施策体系について記載

しております。 

 また、現時点での最終案を別冊１といたし

まして、お手元に別途お配りしておるところ

でございます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

 

○福澤社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 資料の６ページをお願いいたします。 

 「熊本県子どもの読書活動推進計画(第三

次)」の策定に関し、御報告いたします。 

 本計画の目的は、第二次計画までの成果な

どの検証に基づきまして第三次計画を策定す

ることによりまして、子供の読書活動の推進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

子供の健やかな成長を図ることでございま

す。 

 本計画の位置づけは、子供の読書活動の推

進に関する法律第９条に基づきまして策定す

るもので、計画期間は、平成26年度から平成

30年度末までの５年間となっております。 

 第二次推進計画が今年度末で終了すること

から、熊本県子ども読書活動推進会議の有識

者などの御意見をいただきまして策定作業を

進めており、第二次推進計画による成果がよ

り着実なものとなるよう配慮しております。 

 本計画の特徴について御説明させていただ

きます。 

 資料の８ページをごらんください。 

 ページの中ほどに計画の特徴を示しており

ます。 

 本計画は「すべての子どもたちに読書のよ
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ろこびを」伝えるために、わたしたちの道標

というコンセプトのもとに、５つの目標を定

めて推進策を示しております。 

 なお、目標４をごらんください。 

 障害のある子や外国人児童などの読書活動

支援を行うものでございますが、このユニバ

ーサルデザインの視点を踏まえた子供の読書

活動の推進について掲げておりますが、これ

は全国的に見ても特徴的な計画となっており

ます。 

 成果と課題について、その一例を資料の９

ページの参考資料２をもとに御説明させてい

ただきます。 

 成果につきましては、１カ月に１冊以上本

を読む児童生徒の割合が上昇していることが

挙げられます。特に高校生では、全国平均

が、全国46.8％に対して、熊本県の高校生は

74.4％と、大きく上回っております。 

 課題につきましては、小学校、中学校、高

校と学校段階が上がるにつれまして、１冊以

上読書する割合が下がる傾向にあることが挙

げられます。また、24年度の調査結果ではご

ざいますが、中学生の読書量は全国平均を下

回っております。これらの課題につきまして

は、関係課などと連携を図りまして課題の解

決を図っていきたいと、このように考えてお

ります。 

 最後に、７ページをお願いいたします。 

 今後のスケジュールについてでございま

す。 

 ２月の教育委員会及び２月の県議会におき

まして報告させていただく予定でございま

す。 

 また、現時点での案を別冊２としてお手元

にお配りさせていただいております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○平田体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 資料の10ページをお願いします。 

 「熊本県スポーツ推進計画」の策定につい

て御報告いたします。 

 これは、平成23年８月、国におきましてス

ポーツ基本法が制定され、スポーツ基本計画

が平成24年３月に策定されました。これを踏

まえ、時代の変化によって生じた課題に適切

に対処し、県民がそれぞれのライフステージ

に応じて、気軽にスポーツを楽しみ、健康で

活力のある社会を構築していくための指針と

して、「熊本県スポーツ推進計画」を策定す

るものでございます。 

 計画の期間は、平成26年度から５年間と考

えています。 

 策定の背景としては、高齢社会の伸長、精

神的ストレスの増大、体力の低下、健康上の

問題の増加があり、これらの課題を踏まえ、

スポーツに関する施策を総合的に推進するた

め、本計画を策定するものでございます。 

 本計画の基本理念として「する・みる・支

えるスポーツを通して、すべての県民がスポ

ーツに親しみ、スポーツの楽しさや感動を分

かち合いながら、健康で活力ある生活を送

り、互いに支え合う県民の姿を目指す」とし

ています。そして、目指す姿としては「スポ

ーツによる人が輝く豊かなくまもとづくり」

としています。 

 11ページですが、スポーツの推進の具体的

方策として、ライフステージに応じたスポー

ツ活動の推進、誰もが参加できるスポーツス

タイルの拡大、魅力あるスポーツイベントの

充実、競技力の向上と世界に羽ばたくトップ

アスリートの育成、これらを柱として、目標

と施策、具体的な取り組みを示しておりま

す。 

 策定に当たりましては、学識経験者、関係

行政機関等の代表など20名で構成する熊本県

スポーツ推進審議会において、専門的な観点

から御意見をいただき、進めてまいりまし

た。 
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 昨年11月から12月にかけて、パブリックコ

メントを実施しており、１月のスポーツ推進

審議会で計画最終案の意見聴取をいただいた

ところです。今後、２月の定例教育委員会及

び２月定例県議会に報告させていただく予定

としております。 

 なお、資料の12ページから13ページにかけ

て、スポーツ推進計画の概要版を掲載してい

ます。また、現時点での案を別冊３としてお

手元にお配りしております。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○緒方義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 資料の14ページをお願いします。 

 「熊本県いじめ防止基本方針」について御

報告いたします。 

 県の基本方針は、昨年12月26日付で策定

し、学校、市町村教育委員会及び関係機関等

に発出したところです。学校及び市町村教育

委員会においては、現在、県の基本方針を参

考に、それぞれの基本方針の策定が進められ

ているところです。 

 県の基本方針は、１、目的に記載しており

ますが、本県が、市町村、学校、家庭、地域

その他の関係者の連携のもと、いじめの防止

等のための対策を総合的かつ効果的に推進す

ることを目的として策定したものです。 

 ２、概要としましては、この基本方針は、

いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき

県が策定した地方いじめ防止基本方針です。 

 なお、法には、地方公共団体のいじめ防止

基本方針の策定は、努力義務と規定されてい

るところです。 

 基本方針の策定の経緯といたしましては、

教育委員会、知事部局、警察本部の関係課が

連携、協力して素案の策定作業を進め、保護

者、臨床心理士、医師、弁護士、青少年健全

育成団体関係者等から成る外部検討会議にお

いて専門的な観点から御意見をいただき、反

映させ、知事決裁を経て、昨年12月26日に策

定いたしました。 

 基本方針の主な内容といたしましては、そ

の構成は、第１から第３の３部構成にしてお

ります。 

 第１は、いじめの防止等のための対策の基

本的な方向について、基本理念や基本的な考

え方を掲載しております。第２は、いじめの

防止等のための対策の内容について、本県が

実施する施策、学校が実施すべき施策や重大

事態への対処で構成しています。最後に、第

３は、基本方針の見直しの検討や市町村教育

委員会との連携に関する内容について記載し

ております。 

 15ページをお願いします。 

 県の基本方針の特徴といたしましては、い

じめの防止等に関する基本的な考え方とし

て、単にいじめをなくす取り組みにとどまら

ず、子供に将来の夢やそれに挑戦する意欲を

持たせることで、学校において、いじめをし

ない、いじめをさせない、いじめに負けない

集団づくりを進めることなどが必要であるこ

となど、知事が教育再生実行会議の場で述べ

られたことなどを参考に、県独自の考えとし

て盛り込んでおります。 

 また、全国に先駆けて始めた本県独自のい

じめの未然防止及び早期発見、解消のための

心のアンケートなど、本県がこれまで行って

きた独自の取り組みも整理し、より充実させ

る方向で盛り込んでいます。 

 次に、組織の設置につきましては、法で

は、地方公共団体や学校等に設置する組織に

ついての規定がなされております。そこで、

法に規定されたアからオまでの５つの組織に

ついても設置することとし、基本方針の中に

その役割等を整理しているところです。 

 今後、県の基本方針の周知徹底を図るとと

もに、学校及び市町村のいじめ防止基本方針

策定の支援を行い、学校、家庭や地域等が密

接に連携して、いじめ問題への対策を社会総
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がかりで進め、いじめ防止等の対策がさらに

充実するよう取り組んでまいります。 

 なお、資料の16ページから19ページにかけ

て、県の基本方針の概要版を掲載しておりま

す。また、基本方針の全文を別冊４としてお

手元にお配りしております。 

 以上でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

○髙野洋介委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑を受けた課は、課名を言って座ったま

ま説明をしてください。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○荒木章博委員 社会教育課にちょっとお尋

ねをして、この読書の推進計画第３次の制定

を計画されているということで、今、熊本県

立図書館と文学館、これが併設をしていると

いうのは、全国で青森、熊本２県で、あらゆ

るお互いの両立というのは非常にいいわけ

で、今度30年、先駆けてつくっているもんで

すから、30年の月日を経て、空調が整備をさ

れるということで予算を計上されている。い

よいよ工事にかかられるわけですけれども、

図書館の利活用というのは、やっぱりある意

味じゃ学習の場、特に文学館も併設していま

すので、細川古文書も含めたものを今研究さ

れるのに非常に利用度が高いというふうに思

っております。 

 そういった中での一般の方たちの学習の場

のその期間中の利用について、できるだけ迷

惑がかからないような工事のやり方、ただ、

やっぱり屋根上を整備するわけですから、非

常にその問題については、やっぱり粉じんと

かあったらいかぬというふうな問題もありま

すけれども、そういった点はどういうふうに

考えて工事をやっていかれるのか、ちょっと

そこをまずお尋ねしたいと思います。 

 

○福澤社会教育課長 御質問いただきまして

ありがとうございます。 

 県立図書館、近代文学館についてでござい

ますが、先生の御発言ありましたとおり、26

年度から空調などを中心に工事に入ります。

今、業者と最終的な工期の詰めなどを行って

おりますが、準備期間なども含めまして、お

おむね７月ぐらいから年度いっぱいぐらいが

工事期間になるのではないかということにな

っておりますが、それ、業者との詰めが決ま

り次第、できるだけ早く、広く情報提供させ

ていただこうと思っております。 

 また、さらに、先生のおっしゃったとお

り、検索であるとか、学習、あるいは情報収

集のような場面で、先生のおっしゃるとおり

非常によく活用されておりますので、これに

つきましては、順次工事が進んでいきますの

で、可能なところは利用できる状態は残すよ

うにしたいと思いますが、ただ、安全面の確

保はしなくてはいかぬと思いますので、完全

にクローズする期間と、できるだけ利用でき

る場所、あるいは機能というものは残しなが

ら、ちょっと順々になっていきますが、その

辺も含めてできるだけ細かく情報提供してい

こうかなというふうに思っております。 

 

○荒木章博委員 子供たちが、学校で学習を

するのを嫌う子供たちもおりますし、また、

塾とか、そういう集団的じゃなくて、個人的

に非常に勉強したいという子供たちもたくさ

んいると思うので、いわばそういったところ

のやっぱり周知徹底あたりも、負担をかけら

れない、ぜひ今言われるように徹底をしてい

ただきたいと、かように思っております。 

 そして、引き続きその点についてお尋ねを

したいと思いますけれども、今図書館長とい

うのは柳田局長が兼務をされておられるとい

うことで、図書館や文学館の非常な、いろん

な事業の中で、非常にやっぱりこの図書館長
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というのは、きちんとしたその場所に配置を

して、それに業務を、要するに、いろんな日

々の情報を収集して、あすの図書館業務に取

り組んでいくというのが私は自然な状況だと

思います。 

 そういった中で、こういう図書館長という

のの選任というのはどういう形で今なってい

るのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 

○田崎教育長 図書館長の任命権というのは

教育委員会で任命をしておりますけれども、

今回、非常に御指摘のありましたように、図

書館長というのは重要な業務というふうに我

々も認識しておりますけれども、年度途中で

前任の図書館長がやむを得なく退職されて、

ちょっと後任にふさわしい方の選定というの

が年度途中では難しくございましたので、現

在は兼務という形にさせていただいておりま

すけれども、４月からは専任の図書館長を置

くという形で準備を進めているところでござ

います。 

 

○荒木章博委員 きちんとした――やっぱり

途中、菊池のほうに助役で行かれたりしてお

りますからね、そういったところのやっぱり

きちんとした――もう中身はいろいろ言いま

せんので、よく御存じだと思いますので、中

身まで突っ込みたく私はありませんので、そ

このところは、きちんとした図書館長を選任

されて――兼務というのは余り好ましくな

い。あのときにきちんとした人事の対応をさ

れるべきだったと私は思っております。 

 しかし、人事が代行ということになって

も、それはその方の責任の中できちんとした

連携をとってやられるべきことだと私は思い

ますので、もう以上多くは語りませんので、

今後ともいい選任をしていただきたいな、か

ように思っております。 

 まずはそれだけ。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○鎌田聡委員 済みません、ちょっと教えて

いただきたいと思います。 

 「くまもと「夢への架け橋」教育プラン」

ということで御説明いただきましたけれど

も、報告事項の資料５ページの下のほうの地

域に開かれた学校づくりで、コミュニティ・

スクールの数を24校から60校にするというこ

とで、５年間の目標が掲げてありますけれど

も、60校というのはどういった定義であるの

かを聞かせていただきたいと思います。 

 

○緒方義務教育課長 現在24校ありますけれ

ども、これ、基本的にはコミュニティ・スク

ールは市町村教育委員会のほうが文部科学省

に申請することになっておりますけれども、

現在の数を目標としまして、各管内、各市町

村等の県下全ての管内にコミュニティ・スク

ールについて申請していただこうということ

を目標に計算して60校としているところでご

ざいます。 

 

○鎌田聡委員 今は、県下管内で24校じゃな

いんですね。 

 

○緒方義務教育課長 今取り組みが進みまし

て、12月時点で45校になっております。 

 

○鎌田聡委員 コミュニティ・スクールとい

うのは、地域とか、保護者が学校運営にかた

ってやるということで、ちょっと具体的にま

だよく検証はしてないんですけれども、これ

がいいから進めていかれると思うんですけれ

ども、それならば、５年間でできるだけ多く

の学校でやったらどうかと思うんですけれど

も、少し何かよくない点もあるんでしょう

か、そこをちょっと聞かせていただきたい。 

 

○緒方義務教育課長 いや、今、委員おっし
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ゃいましたように、開かれた学校づくりとい

うことで、地域、保護者の方が学校運営に参

画するということ、非常にいい取り組みでご

ざいます。ただ、これは市町村のほうが文科

省に申請するもんですから、うちのほうとし

ましては、各市町村を回りまして説明会を行

うなど、そういう取り組みをするということ

で、目標値、全てというよりも、やはり市町

村のほうが納得していただかなきゃいけませ

んので、そういうことで、全てということじ

ゃなくて、60ということを目標にしておりま

す。 

 

○鎌田聡委員 特に、これをやったから何か

学校運営が非常にやりづらいとか、そういっ

た、学校側から、ちょっとこれに難色を示し

ているという点はないんですか。保護者と

か、地域が入ってくることによって何か…

…。 

 

○緒方義務教育課長 学校を取り巻く環境と

いうのは非常に今変化をしておりますので、

やはり学校だけではちょっと課題解決が難し

い面もあります。先ほどのいじめの問題につ

きましても、やはりいろんな問題につきまし

ても、地域、保護者の協力を得なければいけ

ませんので、そのことについての課題はあり

ませんけれども、その周知のほうはしっかり

やっていかなきゃいけないと思っておりま

す。 

 

○鎌田聡委員 できれば、これ、市町村の判

断ということでありますけれども、やっぱり

地域に開かれた学校をつくっていくという方

針の中でのコミュニティ・スクールだと思い

ますから、多くの学校にそういった運営をや

っていただくように、計画としては、きちん

と考え方を持って、やっぱり県として市町村

に対応していただきたいと思いますので、そ

の点、よろしくお願いしておきたいと思いま

す。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○松田三郎委員 福澤課長にちょっと読書プ

ランのことでお尋ねしたいと思いますが、こ

のプランの中を見ておりますと、司書に関し

て、司書教諭と学校司書というのが司書さん

でも出てくるんですけれども、これはどう違

うんですか、簡単に言いますと。 

 

○福澤社会教育課長 お答えします。 

 司書教諭につきましては、12学級以上を抱

える学校には必ず配置するということになっ

ておりまして、これ、教員免許としての免許

を有する学校の先生がなるものです。 

 12学級以下の学校は、必ず置かなくてはな

らないわけではないんですが、そういって

も、図書館を魅力的なというか、調べ学習な

どで活用してほしいということで、教員免許

を有するか否かにかかわらず、図書館の専門

家として配置するものでございます。学校図

書館司書はですね。 

 

○松田三郎委員 学校司書というのは、じゃ

あ教員免許を持たないけれども、司書の資格

を持っているという人なんですか。 

 

○福澤社会教育課長 はい、そうです。 

 

○松田三郎委員 ということは、さっきおっ

しゃった本編の13ページには、法律改正、12

学級以上は義務づけられたというのがさっき

のことだと思いますけれども、だから、司書

さんだから、権限とは言わないとは思います

けれども、役割は基本的に一緒と考えていい

んですかね。免許の有無は、今の説明でわか

りましたけれども。 

 

○福澤社会教育課長 基本的には同じでござ
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います。 

 

○松田三郎委員 ただ、うちの近くの学校と

か、私たちが小学校のときに通っていたころ

を思い出しますと、図書館に先生がいらっし

ゃるところもありまして、その場合は、さっ

きおっしゃった、その当時は司書教諭という

のが、制度があったかどうかわかりませんけ

れども、大体図書館には、常時といいます

か、大体いらっしゃるんでしょうけれども、

そういった方々は、ふだんはどういったこと

をなさるんですかね。 

 

○福澤社会教育課長 お答えいたします。 

 司書の方は、司書教諭もそうなんですけれ

ども、基本的には学校の先生と協力して、例

えば社会科であるとか、理科というような授

業での調べ学習を行う際には、その学年と

か、単元を踏まえた本を用意して、このあた

りにそういう本がありますよというような御

案内をしますとか、あとは、図書館の中でも

テーマを決めて、今回は歴史とか、今回は偉

人であるとか、そういうような魅力ある図書

館づくりのための配置など、提案のようなこ

とをしております。 

 あとは、本を並べかえたりとか、ちょっと

ばらばらに入ってしまっているようなものを

整え直すというような作業もしております。 

 

○松田三郎委員 確認ですけれども、ただこ

の図書館にいて、あの本はどうですかと言わ

れて、あそこですよというぐらいじゃなく

て、もうちょっと積極的な意味づけ、役割づ

けもあるということですよね。 

 

○福澤社会教育課長 はい。司書につきまし

ては、もともと免許の中ではそういうことを

習得して入ってきておられますが、どのよう

なやり方がいいかとか、そういうようなもの

も、我々としても研修というような形で、県

としても、魅力ある提案の仕方のようなもの

を研修する形で、能力というか、資質の向上

を図っております。 

 

○松田三郎委員 いいです。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○山本秀久委員 実は、この教育の問題も警

察の問題も、教育を受ける大学とか、警察学

校の問題のときに、こういう問題というのは

出てきとるわけですね、社会的には。そうい

う問題を基本にして学校で教えている問題が

あるのですか、基本的な。警察にしても、教

育にしても、こういういろいろな問題が今出

ていますね。こういうことに対しての教育界

とか、そういうところで勉強する教育委員

会、教員になる人の勉強なんかのときに、こ

ういう基本的な問題を教えてあるのか、教育

してあるのかという問題ですよ。大学関係で

もいいし、警察学校でもいいし。 

 

○黑岩警務部長 委員のお尋ねについては、

警察学校でもどのような教育が行われている

かということでお答えをすればよろしゅうご

ざいますか。 

 警察学校で警察事象として問題となってい

る事項については、当然その部署部署の当面

の実情でありますとか、課題でありますと

か、そういうものについては警察学校の初任

科生にも当然教えますし、実際に現に仕事を

している者でも、専科のような形で専門知識

を与えるために入校して、また実情を説明し

ながら課題と対策について講義しているとい

うところでございますが。 

 

○山本秀久委員 今の警察の方がおっしゃっ

たように、そういう、ここにもプランに出て

くるでしょう、安全、安心とか。こういうふ

うに、ここに書いてあるようなことが実際に
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起きているわけだ、警察では。そういうこと

を、何か警察学校の警察官になる人の教育の

段階で、こういう問題点を提起しておるのか

ということですよ、教育しているのかどうか

ということ。 

 

○黑岩警務部長 お尋ねのことにつきまして

は、今言いましたように、熊本県の治安情勢

をきちんと具体的に説明をし、実現計画をつ

くって作業を進めているところについては、

常々学校、職場でも協議をしているところで

ございます。 

 

○山本秀久委員 しているわけ。 

 

○黑岩警務部長 はい。 

 

○髙野洋介委員長 教育のほうから言わせま

しょうか。 

 

○山本秀久委員 あとはもう同じような質

問。 

 

○山本学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 私ども、教員採用の業務を行っております

けれども、各教員養成系の大学等に出向きま

して、早いうちからいい人材を確保しようと

いうことで説明会等を行っております。そう

いう説明会の際に、こういう教育プランの熊

本県の理念に基づきまして、求める人材像、

そういったところをしっかりと御説明をさせ

ていただいているところでございます。 

 

○山本秀久委員 説明はわかったけれども、

学校自体の、大学自体の教育の中で、こうい

う基本的な、あなたたちが説明する前に、教

員になって基本的なこういう問題が出てくる

ことはわかっているわけだから、そういうと

ころ、学校の、大学としてそういう教育はし

ているのかどうかということだ。そういう実

態はわかってないの。 

 

○山本学校人事課長 地元の大学につきまし

ては、先生方も同席されて説明等も聞かれて

いるというところは私ども承知しております

けれども、実際にカリキュラムの中で、こう

いう県の教育プランの話がどこまで出ている

か、出されているか、教育がなされているか

ということについては、ちょっと私どものほ

うでは十分には承知をしておらないところで

ございます。 

 

○山本秀久委員 そうすると、一応いろいろ

あなたたちは、そういう――行って自分たち

でこういう熊本県の方針はこうだということ

を説明しているわけだ。説明したら、その内

容的なものだけで、自分の頭の中に入れた教

員が育ってしまうわけだ。本当の心が通った

ものがあるのかないのかの状態に、そこに問

題が生まれてくると私は思うわけだ。心が通

ってないわけだ。ただ頭の中に熊本県の教員

に採用されたいというだけの問題に到達して

しまうんじゃないかという問題があると。 

 だから、私は、前から、これは国の問題も

差し支えるわけですよ。だから、県として

は、一応前にも言ったことが何回もある。厚

生省と自治省と文部省、この３つがかみ合っ

た政策的な問題を国で行ってくれなければ、

こういう問題、解決しないと思うわけだ。 

 それ、なぜかというと、今の治安の問題に

しても、教育の問題にしても、今全部ばらば

らですよ、家族が。はっきり言うて、二世

代、三世代というのはないんだ、全然。だか

ら、それ、なぜかというと、自治省の政策も

一つあると思う。それ、なぜかと。都会の住

宅の事情と田舎の住宅のつくり方と全然違う

ものを国の方針で――田舎の小さな町でさえ

過疎が起きているということは、住宅問題な

んだと思う。町営住宅をつくってしまう。町
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営住宅をつくってしまうもんだから、町営住

宅に入った人間は、全部土曜、日曜しか我が

家に帰らない。同じ町内におりながら、部落

は全部年寄りばかりだ。 

 それで、３つの教育の問題も、時代の流れ

の長い経験を積んだおじいちゃん、おばあち

ゃんたちの人間としての教育ができてないと

いう問題。そして、介護の問題もなくなって

しまっている。子供は全部よし悪しがわから

ないでパソコンで――じいちゃん、おばあち

ゃんと一緒に生活すれば、今までの社会的な

現状、人間の生活の中で大切なものを教えて

いくわけだ。３つの問題が死んでしまってい

るわけだな。そういうところに気づいてない

わけだ。 

 それと同じように警察の問題もそうだ。私

は、そういうふうに、こうやって警察官にな

るには、人の安全と安心を補う警察でなけれ

ばならぬときに、自分の出世意欲だけの問題

になってしまうのか、それとも、そのときに

赴任するのが適切なのか。 

 熊本の県警は本当に優秀だと私は思ってい

ます。それ、なぜかと。本当にそういう地元

におって、地元の方針に従いながらよくやっ

てくれておるわけですよ。そういうときに私

は前にも言ったように、交番をなくすなと言

ったことある。警察署だけに統合するな。で

きたら、その部落、その町内の配置の仕方に

よって、各部落には、２つの部落ぐらいを兼

務するような交番を置いてくれんかとか、そ

ういうことによって一つの問題点が解決して

いく。そして、警察に対する安心、安全の、

地域のおじいちゃん、おばあちゃんだけに、

今そういう過疎的な現状が生まれてしまって

いるもんだから、全てが、社会が崩壊してし

まいよるわけだ。そこにみんなが気づいて、

さっき言ったように、厚生省、自治省、文科

省というのが一括して物事を決めて、こうい

う田舎の問題点を解決すべき問題が、今県の

立場じゃないかということを申し上げておき

たいわけです。 

 ３つが死んでいるわけだ。三世代が住めれ

ば――同じ町内におりながら、土曜、日曜し

か町営住宅から帰ってこない。一緒に住んど

って三世代が住むならば、町営住宅をつくる

だけの金があるならば、そういう若者に補助

してやればいいわけだ。町営住宅をつくって

も、それは、あと、家賃を払わなきゃならな

いんだ。家賃を払うぐらいなら、自分の、そ

の三世代、親と生活できるような若者には、

自動車が入るような道を広げてやったり、水

洗便所をつくってやったり、そういうふうに

して通わせれば、三世代というのが、過疎と

いうものは起きてこないと私は思うんだ。そ

れは県だけでやれる問題じゃないから、そう

いう点をよく考えて私は今質問しているわけ

だ。そういうことをよく頭に置いて今後対応

していただきたいというのが私の願いです。 

 以上です。 

 

○荒木章博委員 ことしの１月７日に、教諭

の公金とかの盗人、横領事件が発生をして、

教育長初め非常に教育界幹部、教育界に激震

が走ったわけですね。私は教育長が非常に心

を痛められた事件だというふうに思っており

ますね。 

 そういった中で、やはり子供たちに対する

ケア対策、そういったことと、告発はしない

ということだったんですかね。いろんな情勢

を鑑みて、やらないということで懲戒免職の

処分を下されたわけですけれども、そういっ

たときに、これ、もうこういうやっぱり常識

外れな対応ですね。 

 先般は、学校に行きたくないという若い先

生がパソコンをプールの中に投げたり、学校

を燃やしたり、そういう事件が他県でも起き

ているわけですけれども、こういったところ

の子供たちに対するケアについてはどういう

ふうに――現場の先生方については常識を持

って対応するということは当然ですけれど
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も、子供たちのショックというのは私ははか

り知れないものがあると思うんですよね。そ

ういったことについてどういうふうに理解を

されているのか、ちょっとお尋ねしたいと思

います。 

 

○山本学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 今回、不祥事が発生しましたこと、本当に

痛恨のきわみでございまして、この事案が発

生したときに、保護者への説明会をそれぞれ

の教育委員会のほうで行っております。その

際に保護者の皆さん方から一番意見が多かっ

たのが、今、荒木委員のほうからおっしゃい

ました児童への配慮、児童へどうやってその

事柄を説明していくのか、まだ小学生の生徒

さんですので、ショックのないような形でど

う説明するのかというのが、課題として随分

意見が出されております。もちろんやった教

員の人に対して厳しい意見も賜っております

けれども、半分ぐらいの意見は、子供たちの

ことを第一に考えてほしいということでござ

いまして、学校としましても、どういう伝え

方をするのか、それはもうしっかりと保護者

の皆さん方とすり合わせをして説明をしてい

くということで、説明会で十分な時間をかけ

て、要請もさせていただいたということで伺

っております。 

 

○荒木章博委員 子供のケアというのは、そ

ういうきちんとした中に、やっぱりこういう

問題をきちんと取り上げていかなきゃいかぬ

と思いますので、今後も、起きてしまった事

件をとやかく言うつもりはありませんけれど

も、そういった、きちんとした今後の対応を

よろしくお願いしたいと思います。 

 ちょっと引き続き伺いたいんですが、今運

動部活動の、ここにも熊本県のスポーツ推進

計画という案が、スポーツによる人が輝く豊

かなくまもとづくりということで、きちんと

した、くまモンを出して取り組んでおられま

す。そういった中で、運動部の部活動のあり

方について、この委員さん見てみますと、11

名の各委員さんたちが審議を、今６回ですか

ね、５回か６回にわたって検討委員会を開い

てされております。見るからに、学校管理

職、ＰＴＡ、マスコミ界、小体連や中体連や

高体連の理事長先生や、本当に優秀な方たち

が審議をされて、貴重な提言を今まとめられ

ている最中だと思うんですけれども、そうい

った中で、やっぱり１番の提言の要綱に、小

学校の運動部活動については社会体育に移行

するというような、どんとこれを打ち出して

いる。 

 これは、社会体育にやると、賛否両論やっ

ぱりこれはあると思うんですよね。実際この

提言を受けて、どういった教育委員会は対応

されるのか。その後、また違った角度の私は

検討委員会を、例えば議会からは委員長あた

りも入って、これはもう大事なことなんです

よ、県の指針を出すということは。この重大

な案が11名の委員の中の大まかな骨格によっ

てほとんど変わり得ないのか、それか、やっ

ぱりいろんな角度の、またそれを吟味して、

また移行していくのか、これは波及というの

は物すごいんです、これは。 

 その点について、今の進捗状況と今後どの

ように考えていかれるのかをちょっとお尋ね

したいと思います。 

 

○平田体育保健課長 この運動部活動のこと

につきましては、過熱化の問題、あるいは少

子化によってチームが組めないとか、不適切

な指導とか、そういったことがあったことか

ら、運動部活動及びスポーツ活動の適正化を

図るために、今、ただいまございましたよう

に、今年度、運動部活動及びスポーツ活動あ

り方検討委員会、これを設置しまして、５回

の協議会を行い、現在提言案を取りまとめつ

つあるところでございます。 
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 今後提言案が取りまとまりましたならば、

いろんな学校関係者、保護者の方々、あるい

は競技団体の方々皆さんにこの提言を周知い

たしまして、いろんな御意見をいただいてか

ら、県としましての今後の方針、これを決め

てまいりたいと考えているところでございま

す。 

 

○荒木章博委員 私は、提言をまとめて、そ

れを周知してからやるということじゃなく

て、周知じゃなくて、その前にもう一回やっ

ぱりたたき台を出すべきだと思うんですよ。

今提言をやったことが、それが実際本当に正

しいのか、今後それは合うのかということを

――周知して徹底をさせるというなら、その

提言が全てその指針になってしまいはせぬで

すか。 

 

○平田体育保健課長 今、委員のほうからあ

りましたように、周知といいますか、まず提

言について、こういう提言の内容ですという

ことを広げまして、それについていろいろ議

論をいただくためには、こういう提言の内容

ですというための周知でございます。 

 

○荒木章博委員 いや、だから、それは機関

をちゃんと設けるんですか。 

 

○平田体育保健課長 はい。 

 

○荒木章博委員 いやいや、はいじゃなく

て、まずきちんと聞いてくださいよ。そうい

う提言をまとめた、そして周知をやる、周知

をやった後、いろんな意見をまた検討する委

員会をきちんとつくられるんですか。それと

も、もうそのまま周知をして、ちょっと意見

を聞いただけでその指針でもっていかれるん

ですか、そこをちょっとお尋ねしたい。 

 

○平田体育保健課長 県の方針につきまして

は、今年度中ではございませんで、来年度に

改めて方針は決定したいと考えているところ

でございます。 

 いろんな意見を聞きまして、委員会を設置

するかどうかということにつきましては、ま

た今後検討をしてからいきたいと考えている

ところです。 

 

○荒木章博委員 私は、この検討委員会だけ

でたたき台を出してしまった、提言を出して

しまった、それを周知して、一般のいろんな

意見を聞いて、この指針が、ほとんど99.9

％、私は提言になってしまいますよ。それ

は、それをまたいろんな人たちに、各スポー

ツ団体や保護者やアスリートや、そういう人

たちを踏まえて、これはどういうもとでこう

いう形になったのかという、この11人を交え

てその説明をやるべきじゃないですか。私は

そう思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

○髙野洋介委員長 私のほうから１ついいで

すか。 

 これはあくまでも提言であって、重いもの

だとは思いますが、それが全てじゃないとい

うふうに我々は認識していますけれども、そ

の考えで大丈夫なんでしょうか、平田課長。 

 

○平田体育保健課長 提言を踏まえまして、

提言は尊重しますが、いろんな意見を聞きま

して、その中で方針を考えていきたいと思っ

ております。 

 

○荒木章博委員 委員長ありがとうございま

す。 

 非常にやっぱり提言をやった人たちは、そ

の意向でもう進めるという考えが多いですよ

ね。だから、やっぱりそこでもう一回、もう

一回ですよ、この提言というのは大変なこと

なんですよ。だから、一般にぼんと、もう小

学校の運動部活動については、過熱化もして
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いるから、もう社会体育に移行すると。これ

は逆にまた変な方向に行く可能性があるか

と。もう提言を教育委員会がきちんとまとめ

てしまったらもう動かせないんですよ、現実

的に言って。だから、今後そういうところを

ちょっと考えていただきたいと思います。 

 引き続きですけれども、今、スポーツの過

熱化という状況の中で、先般私も教育委員会

のほうには、委員会の中で、やっぱり私学の

スポーツの問題についても取り上げて、私学

の方たちもこれに入っていくべきだというこ

とで。今、私学の無試験――要するに無月謝

が1,200人を超しているんですよ、年間。そ

うすると、児童生徒が１万6,000人なんです

よ、私学の生徒がですね。もう１割を超して

いるんですよ。一昨年は800人だった、900人

だった、今度1,000人を突破したと思った

ら、もう1,260人だったんですよ。 

 これは、今、小学や中学の生徒たちが、も

う何とかちゃんは高校無月謝、もう高校も決

まっている、だから、非常にもうクラブの塾

に通ったり、体罰をやったりして、もうそれ

が当たり前なんですよ、試合前になると。過

熱化しているのは、そういうところなんです

よ。実際無月謝ですから。そうすると、もう

無月謝だけじゃないんですよ。遠征費もた

だ、道具も全部買ってあげる、そういうのが

今もう横行しているんですよ。もうこの調査

によると、１年間に１番、学校で無月謝、校

納金も全部免除が210人なんですよ。その次

が、２番目が184人、年間に。そして、163

人、139人、100名の月謝免除、そうすると４

校なんですよ。合わせますと1,250人、年間

に。 

 そういったスポーツの過熱という中で、親

御さんたちが、それの月謝免除というのはも

う一つの名誉なんですよ。それを加熱してい

る中で、そういうのは提言の中の委員会で論

議されましたか。ちょっとお尋ねします。 

 

○平田体育保健課長 検討委員会の中では、

小中高の過熱化の問題につきましては、活動

の中での練習日数とか、練習時間とか、休養

日の設定とか、そういったことについては議

論は行われましたが、特待生ですかね、そう

いったことについての議論は行われてこなか

ったところでございます。 

 

○荒木章博委員 いや、だから、私がちょっ

と申し上げたいのは、せっかくこの県教育委

員会が一つの大きな指針を出す中で、やっぱ

りその特待生の今のあり方、もちろん学校の

私学においては、私学の精神のもとに、無月

謝、特待生というのは、これは行われて当然

だ、全国の傾向ですからあるんですけれど

も、余りにもそれが最近熊本県は突出してい

るんですよ。1,200人を超すわけですよ。1,2

60人ですよ――1,250人か。なんですよ。だ

から、もう１割近くになってくるんです、私

学の生徒の中で。 

 そういった中の加熱の状況も踏まえて、い

わゆるきちんとした指針を打ち出さないと、

せっかく皆さんが提言をし、また、まとめて

出した指針であっても、こういったことで、

親御さんたちが、いや、それは県の方針であ

る指針であっても、自分たちは生活がかかっ

ているんだ、子供たちの未来がかかっている

んだ、そういうことになったらですね――五

輪というオリンピックが６年後に開催をされ

る、それに向かって取り組んでいくというこ

とは、スポーツ強化というのは、それは取り

組むべきですよ。しかし、一定のルールがあ

っていい。一定のルールがあっていいし、今

中学校の無試験、無月謝が――無試験はあり

ませんけれども、無月謝が非常に――校納金

免除というのが今35名ですよ、年間。 

 そういった中のそういうことも踏まえて、

今後、やっぱりこのスポーツ検討のあり方の

提言を取りまとめ、そしてそれをまたいろん

な人の意見を聞きながら、そしてまた検討を
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してやっぱり世に出していくと、そういうシ

ステムを私は強く要望していきたいと、委員

長、思っております。 

 以上です。 

 

○髙野洋介委員長 わかりました。その件に

関しては、恐らく教育委員会だけで議論でき

る部分じゃないと思うんですよね。当然総務

の私学文書課とも連携しながらやっていかな

ければいけないと思いますので、ここは慎重

に皆様方検討いただきまして、多分ほかの委

員さんも、思っていらっしゃることは同じだ

と思いますので、そこは検討を慎重にやって

いただきますように、私のほうからも要望し

ておきます。 

 

○荒木章博委員 教育長に、そこのところを

ちょっとお願いしたい。 

 

○田崎教育長 今委員長からおっしゃってい

ただきしたように、我々も運動部活動のあり

方検討委員会というのをつくって、ある意味

専門的な立場の方の意見を提言としていただ

くということで思っております。それを踏ま

えて、今あっておりますように、いろんな方

の意見を聞いて、また、いろんな地域にその

提言――何かものがないと議論が進まないと

いう部分もありますので、その提言をそうい

う形で活用させていただいて、いろんな意見

を聞きながら、県教育委員会の方針というの

は決めていきたいというふうに思っておりま

す。 

 よろしくお願いします。 

 

○荒木章博委員 了解しました。 

 

○髙野洋介委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○荒木章博委員 今、実は「餃子の王将」の

拳銃の殺人事件があったり、さっきも言いま

したように、学校に放火とか、食品に薬物を

入れる、非常に日本国でも大変な事件が起き

ている。私は、一日も早くああいうギョーザ

殺人の、社長の殺人事件というのは解決しな

いと、あんなに簡単に人を殺せるのかなとい

うふうなことで思っておるんですけれども、

そういった中で、やっぱり熊本県警として

は、ああいう凶悪な殺人とか、そういうまだ

解決しにくい現状というのはどういうふうに

思っておられるかな、浦田刑事部長にお尋ね

したい。 

 

○浦田刑事部長 荒木委員からちょっと難し

い質問を承りましたけれども、「餃子の王

将」事件も、担当の県警察では、初動捜査の

充実ですとか、聞き込みですとか、科学捜査

ですとか、総力を挙げてやっているというふ

うには聞いております。ただ、なかなか犯人

に結びつかないというのが現状で、今おっし

ゃられた状況にあるというふうに思います。 

 本県でも昨年は殺人事件が結構多発しまし

て、一昨年の10件に比べまして15件ほど発生

いたしましたと思います。幸いに当県におき

ましては、さっき申しましたように、初動捜

査ですとか、あるいは民間の協力ですとか、

捜査員の頑張りですとか、幸運なところもあ

りましたけれども、それで全部を検挙するこ

とができたというふうに思っております。 

 特に、最近では、竜門ダムの殺人事件、あ

れも単なるちょっとした金銭トラブル等から

簡単に女性が殺されてしまったという悲惨な

事件でありましたけれども、あれも公にして

いないところでは、いろいろ大変な苦労もあ

りまして、いろいろ壁にもぶつかったわけで

すけれども、何とか解決することができたと

いうふうに思っております。 

 いずれの県におきましても、同様のやり方

で頑張っているとは思いますので、何とか検

挙してくれることを、人ごとではございませ
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んけれども、その県の警察の頑張りに期待し

ているというところでございます。 

 

○荒木章博委員 市民や県民の協力というこ

とと、やっぱり安心、安全に対する県民の理

解、これが熊本県の場合には非常にうまくい

っている、部長が言われたような事件解決に

なっているんじゃないかなと、悪を許さない

対応をきちんとした県民に協力をしていただ

く、県民の協力なくして、安心、安全のまち

づくりはできないというふうに思うんです。 

 そういった中で、こういう2014年の策定に

ついてということで、一つ一つ見ても、きち

んとした取り組みというのが今対応の中でさ

れておりますけれども、やっぱりどんなにい

い政策をもってやっても、やっぱり予算とい

うのが伴ってくると思うんですね。これにも

いろんな施策取り組んでおられますけれど

も、新たな予算というのが伴います。 

 特に駅周辺というのは、０番線、これ、３

ヘクタールの、唐池ＪＲの社長が地元の意見

を聞きながらやっていくということで、私た

ちも陳情をしたり、要望をしたりしてＪＲ当

局とも今やっているところなんですけれど

も、そういった中で、やっぱりこの周辺の交

通対策というのに、やっぱり信号機の設置と

か、横断歩道とか、そういったものをやっぱ

り先駆けてやっていかなきゃならない問題が

出てくると思うんですよね。 

 そういった中で、こういった、例えば第二

合同庁舎が10月に完成をする、また、多くの

職員がそこに勤務をする。すと、交通体系が

かなりやっぱり変わってくるわけですね。要

するに、３ヘクタールに開発をしていきます

と、鶴屋のデパート分１個ぐらいがどんと出

てくるわけですけれども、1.6と1.4ですか、

ぐらいの道路を挟んで、これは大型のショッ

ピングモールができるわけですので、そうい

った中の対策といいますか、予算も含めて要

求とか、信号とか、横断歩道とか、交通体系

の変わり目に関して、県警として、どういっ

た今後の対応の仕方で取り組んでいかれる

か。 

 かつて、熊本駅周辺の取り組みの中で、前

の建設省の事務次官・豊蔵さんに陳情に行っ

たとき、熊本県は、他県に比べてみて、新幹

線の対策についても、周辺整備も何もやらな

い、22メートルの道路も２車線で、駅前、恥

ずかしくないですかと――ニューオータニの

前ですけれども、４車線で36メートルになっ

て、祇園橋も30億でかけかえて、万日山のト

ンネルまで約200億の予算をかけて、道路整

備というのは今きちんと着々として駅周辺は

できておりますけれども、やっぱりそういっ

た中で、こういう安心、安全のまちづくりの

中で、今から変わりいく駅周辺について、信

号、今横断歩道言いましたけれども、地元の

ニーズも、やっぱり取り組んでほしい問題が

たくさん予算の面で出てくると思うんですよ

ね。これは交通部長さん一人で――これは予

算が伴うもんですから、先ほど警務部長が前

――警務部長さんじゃなかったか、誰だった

か――生活安全部長が予算がないというふう

に言われましたけれども、こういったものの

将来に向ける取り組みあたり、３年後、４年

後、５年後、６年後のそういう建物完成に向

けて、もう当面６月には第二合同庁舎が完成

をする、数百人、数千人の人たちが行き来を

する、こういった中での対策あたりはどのよ

うに考えていかれるのか、お尋ねしたいと思

います。 

 

○髙野洋介委員長 総括という形になります

かね。 

 

○荒木章博委員 一応交通部長。 

 

○木庭交通部長 熊本駅の関係につきまし

て、今後、ＪＲの在来線の連続立体ですか、

あるいは東口の整備、あるいは周辺の施設の
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整備等々でされておりますけれども、これは

どの整備でも一緒ですけれども、交通部分に

つきましては、道路管理者、あるいはその施

設の整備を担当される方、こういう方と事前

に十分な協議を重ねた上で、そして完成を見

据えた上での交通対策を申し入れした上で、

県警としても、必要であれば、信号機、横断

歩道等々の整備を予算立てして行っていると

ころであります。 

 ただ、やはりその施設の整備の内容とか、

あるいは既存の道路の環境では十分な対策が

打てない場合もありますけれども、限られた

施設の形とか、既存の道路の形とか、そうい

う中で安全安心、安全と円滑、これを十分担

保するような形でやっております。今後と

も、そういったことを続けていきたいと思っ

ております。 

 なお、そういった合同庁舎の新たな開設に

伴って交通量がふえるという場合でありまし

たら、交通の変化といいますか、交通量の流

れが変わりますので、信号機の現示の調整と

か、それでなければ、また新たな施設の整備

とかいうこともやっております。事前に予測

できる範囲での手当て、それから事後の交通

の流れの変化に基づいたいろいろな手当て等

をやっているところでありますので、今後と

も、そういうことで間違いのないような対応

をしていきたいと考えております。 

 

○荒木章博委員 非常に木庭交通部長は大変

いろんな対応に対して取り組んでいただきま

すのは、私も委員として心から感謝と敬意は

表しております。 

 ただ、熊本県警だけではできない、予算と

いうものがありますので、将来を見据えた３

年後、４年後、また、全ての駅舎、駅ビル、

０番線も含めた予算対策というのを非常に僕

は要望しなければいけない。県警だけ、交通

部だけでもできない問題が総合的に出てくる

と思いますので、そういうところも、力強く

予算のほうの確保ということで私たちも努力

をしなきゃいけないと思いますので、今後引

き続き、日ごろの交通体系の対応には私は感

謝申し上げておりますので、それもお礼を兼

ねて、また、今後のいろんな変動する熊本駅

周辺についてもよろしくお願いをしたいと、

かように思っております。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員 荒木委員御指摘の予算の確

保というのももちろん大切ですけれども、私

はちょっと人数のことをお伺いしようかなと

思います。 

 先ほど警務部長の御説明にもありましたよ

うに、体感治安に関する調査、結果がやっぱ

り非常に、少しずつではありますけれども、

数字的にいい。県警の皆様の努力も大きいん

だろうと思っております。 

 しかしながら、やっぱり御説明にありまし

た資料３の、ちょうど基本目標の資料の真ん

中ぐらいです。しかしながらという段落がご

ざいまして、よくなってきているけれども、

緩めるとまた悪い数字になるかもしれない。

なおかつ、毎回御指摘いただいているところ

でございますが、これからの犯罪の中には、

非常に複雑化するとか、多岐にわたるとか、

捜査する側、検挙する側も大変だろうと思っ

ております。 

 私たちも、県議会といたしまして、ここ数

年、警察官の増員についての要望、意見書を

国に対して出しておりまして、少しずつでは

ありますが、認めていただいているような状

況でございます。恐らくそれでも、負担人口

ですか、人口割る警察官の数、九州では、一

番負担だから多いというのか、人数が少ない

というのか、全国でもかなり少なくて頑張っ

ていらっしゃるという話の状況は多分変わっ

てないんだろうと思っております。 

 それで、端的に言いますけれども、どうで

すか、警務部長、人数は足りていますか。 
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○黑岩警務部長 端的に御質問いただきまし

て非常に答えに窮する部分もありますけれど

も、前提にありますように、今お話をいただ

いておりますように、熊本県の警察官の定数

というのは条例で定められておりまして、現

在3,067ということでございます。これ、今

委員御説明いただきましたように、平成14年

以降、国のほうでという形での増員措置で、

250人を超える増員措置がなされまして、今

現在、定数が3,067というふうになっており

ます。 

 先ほど来お話ししましたように、犯罪の抑

止でありますとか、交通事故の抑止という形

でそれなりに成果を上げてきているというふ

うには考えているところでございますが、一

方、今委員のお話にありましたように、警察

官１人当たりの負担人口というのは、これは

警察庁が示しております政令定数という国の

基準の定数、これは熊本は3,000なんでござ

いますが、それをもとに計算しますと、今60

8.45ということになっております。全国平均

の中でいきますと、これ、509というのが今

全国平均の数字でございます。九州平均につ

きましては526ということでございまして、

いずれも、その数を比較するという上におい

ては、かなり熊本県警察官が負担している１

人当たりの人口は多いということは言えると

いうところでございます。 

 その負担人口のみで、全ての治安情勢と

か、警察の組織力等を説明することはできな

いとは思いますけれども、まさにそういう状

況にある中でございます。委員御指摘いただ

いたとおりで、今後、先ほどお話をしました

ように、子供、女性を狙った犯罪であります

とか、侵入窃盗が増加傾向にあったりだと

か、交通事故の死者も下げどまりとか、いろ

いろ厳しい現状にございます。 

 その中であれば、まさに増員により体制等

が強化されれば、当然今まで以上に、今やっ

ていること以上に、治安情勢に的確に対応で

きるようにという形で展開ができるのではな

いかというふうには考えておりますが、先ほ

ど言いましたように、どの数が、どこまでの

数が熊本県警の適正数かと言われますと、極

めてその負担人口のみで語れない部分もある

かとは思いますので、その部分は何とも言え

ないところがございますが、戦力があれば、

当然それを投入する形で安全・安心くまもと

に向けて努力できるということは事実である

というふうに考えています。 

 

○松田三郎委員 負担人口だけではなかなか

語れないというのはそのとおりかもしれませ

んが、やっぱり負担人口は大きな指標という

か、目安でしょうから、直近でいつ私たちが

出したか、ちょっと調べておりませんが、も

ちろん警察のほうで言いにくい部分があるな

らば、ぜひ、委員長に一任いたしますが、ま

た、議会として、あるいは委員会提出、その

辺も含めて一任いたしますが、出す方向で、

また、増員に関しては、ひいては県民の幸福

につながるわけでしょうから、ちょっと考え

ていただければと、その方向で取りまとめを

お願いしたいと思います。 

 ついては、済みません、参考までにお伺い

しますけれども、例えば警察官が増員される

――教職員の場合は、政令市を除いて県費負

担分というのがあるようですけれども、警察

官のいわゆる給料の場合は、基準というか、

人数で交付税に算入される、どうですかね、

それともやっぱり負担割合、県の持ち出しも

出てくるとか、その辺ちょっと教えてくださ

い。 

 

○黑岩警務部長 県の警察職員につきまして

は、全て都道府県の予算で人件費については

賄う建前になっております。その他の装備と

か、そういうものですとか、施設ですとか、

そういうものについて、例えば補助があった
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りだとか、例えば、単純な話ですが、支給さ

れる拳銃については国が買って与えていただ

きますけれども、人件費、給料等につきまし

ては、補助等ではなく、全て県の中での予算

でございます。 

 

○西郷警察本部長 補足的に御説明します

と、地方自治体に関する予算については、地

方財政計画も作成をされて、それによって全

体的な額として県等に手当てがされていると

いうふうに思いますけれども、そういう中に

は、地方警察官の人件費でありますとか、そ

ういうものも盛り込まれているというような

形で措置をされているということだと認識を

しております。 

 

○松田三郎委員 純粋に１人ふえたらその分

持ち出しがということじゃないということで

すよね。 

 

○西郷警察本部長 ということではないとい

うふうな認識をしております。 

 

○松田三郎委員 ちなみに、警視正以上なん

か国家公務員的な人がいます。それは国から

来るわけですよね、そういう人たち。 

 

○西郷警察本部長 国の公務員ということ

で、直接措置をされております。 

 

○松田三郎委員 いいです。 

 

○髙野洋介委員長 先ほど松田委員のほうか

ら御提案がございましたので、委員会として

の提案をするか、また議員提案にするかは別

として、前向きに国に対しての要望書、また

請願等も検討させていただきたいと思ってお

りますので、その際には、委員の皆様方には

御賛同賜りますようによろしくお願いしま

す。 

 また、荒木委員が先ほど御指摘されたもの

に関しても、入れるか入れないかは、また前

向きに検討させていただきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかに。 

 

○前田憲秀委員 ２点だけお尋ねをしたいと

思います。 

 警察本部のほうからは、資料４の５ページ

になりますけれども、先ほど警務部長の御説

明で、第２の県民生活を脅かす犯罪の徹底検

挙という中で、振り込め詐欺等も防止をいた

しますというお話もあったと思います。ここ

にサイバー空間における犯罪ということも書

いてありますけれども、昨年は年間200億円

ぐらいたしか振り込め詐欺でも被害があると

認識しておりますけれども、例えば県下でと

いうデータはあるもんなんでしょうか。ま

ず、ちょっとそこをお聞きしたいんですけれ

ども。 

 

○甲斐参事官 振り込め詐欺、現在、特殊詐

欺につきましては、熊本県下で昨年は75件約

３億6,000万円の被害です。全国的には480億

円を超えまして、１日30件、額にして１億3,

000万円を超える被害が発生しております。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 私が認識したのの倍以上ですね。非常にこ

れは深刻な問題なんですけれども、この徹底

検挙ということですから、振り込め詐欺に関

してはどうなんでしょうか、なかなか相手が

見えないという状況なんですかね。もう防止

という形でしかないんでしょうか、啓発とい

うか。 

 

○甲斐参事官 先日も全国会議がありまし

て、単に刑事部門、生活安全部門ではなく

て、全部門が一致協力をして、この特殊詐欺

対策に当たりなさいというふうな強い指示が
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あっております。 

 その中で、検挙につきましては、見えない

相手ですけれども、銀行に振り込んだ場合、

また、手交、直接の手渡しの場合でも必ず受

け取る段階がございます。そういうときの検

挙のチャンスというのは非常に大きくなりま

すもんですから、そういうときを捉えて検挙

し、突き上げ捜査をする、また、組対部門、

新たな組織犯罪というふうな捉え方ですね、

協力者からの情報収集を得て、中枢の被疑者

を検挙するというふうなことを今後さらにや

っていく方針であります。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 新聞等でも連日のように、金融機関のある

職員が振り込め詐欺を防止したという記事が

最近でも載っております。そういう意味で

は、一人一人からすればまれなのかもしれな

いですけれども、非常に深刻な犯罪なのかな

と思いますので、これは、取り締まる側の警

察本部だけでは非常にお願いしても難しい、

ほかの部署にも連携が必要なのかなという部

分もございますので、そういう情報発信はが

んがんやっていただきたいなと思います。 

 それに重ねて、以前から私もずっと言って

おりますネット犯罪、これは、教育警察委員

会であるがゆえに、しっかりと教育委員会の

皆さん方にもお願いをしたいんですけれど

も、やはりこのネット社会、低年齢化が本当

に危惧されているんじゃないかなと、何もわ

からないうちにインターネット、さまざまな

もの、スマホが今普及しておりますし、そう

いった中でも、高校生、中学生あたりもいろ

んな犯罪に巻き込まれる可能性は言われてお

りますけれども、まだまだ潜在化していると

いう気がいたします。そういった意味でもし

っかり連携をとっていただきたいということ

を要望させていただきます。 

 あと１点だけいいですか。 

 教育委員会のほうで「夢への架け橋」教育

プランの中で、４ページですけれども、グロ

ーバル化、情報化の進展ということで、日本

から海外への留学者数の推移というグラフが

載っております。これは知事も非常にこの件

には危惧をしておりまして、県としてもいろ

んな補助金の施策とかあると思うんですけれ

ども、これは本県としてもどうなんでしょう

か、何か独自に留学者数、海外へ向ける夢の

ある子供たちをふやそうというような施策み

たいなのは何かございますか。 

 

○上川高校教育課長 委員御指摘のように、

近年留学者数の減少がございました。昨年度

は19人の留学者がございまして、一昨年度に

比べると上昇傾向にあるところでございま

す。高校教育課としては、モンタナへの短期

留学等、まず留学を希望する生徒のきっかけ

になるような、そういう取り組みを行ってい

るところでございます。今年度、モンタナの

短期留学を実施しましたところ、数多くの生

徒諸君が申し込んでくれまして、有意義な取

り組みになったと思っております。これが留

学につながって、今19名ですけれども、指標

としては、年間25名はぜひ留学してほしい

と、４年間で100名というのを目標にしてお

るところでございます。 

 私学振興課等との連携もしながら、いろん

な施策を利用して、高校生が海外に目を向け

るように今後とも取り組みを進めてまいりた

いと思っているところでございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 昨年19人で、ふえたということなんですけ

れども、行った人がどのように感じて、よか

ったよと、後々続く人たちに、ぜひ行くべき

だというような環境もぜひ何か持つべきじゃ

ないのかなと思います。 

 やはり日本を出て、外から日本を見て、日

本のよさがわかる、さまざまなことをやっぱ

り思い描いている生徒たちじゃないのかなと
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思いますので、そういったものもぜひお伝え

できるような場ができればなと思っておりま

すので、要望させていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 県警にちょっと、詐欺の話が

出ましたので、お尋ねしますけれども、昨

年、熊本の松尾のほうのマイカーセンター

の、自動車を販売してお金だけもらって実際

車は納車していないということで、大体150

人ぐらいの方々が２億円ぐらいの被害に遭わ

れているということで、先般、ちょっと被害

者の方からも強く訴えられましたけれども、

12月１日にそこの社長が逮捕されましたけれ

ども、すぐ釈放されているという状況で、な

かなか詐欺という立証がとりづらい部分があ

ったのかと思いますけれども、実際金をもら

っていて、ディーラーに半年以上も注文をか

けないんであれば、これはもうやっぱり納車

する気がなかった話だと思いますけれども、

これはなかなか難しい話なんですか、詐欺に

持っていくのは。 

 

○浦田刑事部長 新聞等で大きく報道されま

した事件でございますけれども、結果的には

釈放ということになっております。 

 その具体的な中身につきましては、いろい

ろ捜査、検察庁等も含めましてあるわけでご

ざいますので、ここでつまびらかにするとい

うことはちょっと差し控えさせていただきま

すけれども、相当の捜査を尽くして警察はや

りましたということですね。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 今後もまだ対応はされていく

んでしょう。 

 

○浦田刑事部長 釈放になりましたけれど

も、それで打ち切りというわけではございま

せん。諸般のいろいろな情報とか、資料があ

れば、それを含めて捜査をするというところ

でございます。 

 

○鎌田聡委員 ぜひ、いろいろと難しい問題

もあるかもしれませんし、ここでなかなか言

えないこともあると思いますけれども、かな

りの方々が大変なやっぱり被害に遭われてい

るということは事実ですから、ぜひ対応のほ

うよろしくお願いしたいと思います。 

 それと、もう１点よございますか。 

 済みません、安心プランの９ページ、自転

車利用者の安全というか、安全教育という

か、ありますけれども、これ、自転車の左側

通行が決まって、その後どうなんですかね、

徹底されているのか、それによって事故が減

少したのか。非常に自転車、こちらも車を運

転して、何かぽっと飛び出してきて、はっと

するときもありますけれども、それ、法律が

施行された後の状況というのをちょっとお伺

いしたいと思います。 

 

○木庭交通部長 自転車の、いわゆる路側帯

内ですけれども、これであれば右側も自転車

は通れるという従前の規定が、それも、路側

帯内であっても自転車は道路の左側端という

ことで改正があって、施行になりましたけれ

ども、現実的に本県のほうでは、路側帯とい

うのは歩道、歩行者が通行する部分の帯状の

部分ですけれども、現場の指導では、やはり

自転車は車道の左側を行ってくださいという

ことで従前から指導しておりました。こうい

った法の細かい規定も御存じない県民の方も

多くて、大体それを守るように指導していた

ところでありまして、こういった新聞なんか

に載りましたけれども、これをもって大きく

改善されたという、従来から相当守っていた

だいていますので、そういった現場の話はち

ょっと聞いておりません、申しわけありませ

んけれども。 
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 ただ、自転車の事故につきましては、ここ

のところ、ずっと減少傾向にありまして、昨

年も相当の減少をしているところでありま

す。全交通事故に占める自転車事故につきま

しては、全国的には大体約２割というところ

でありますけれども、本県では大体12％とい

う状況でありまして、自転車の事故について

も全国的よりも少ないと。 

 失礼しました。去年は自転車の事故は1,20

2件、24年中に比べまして200件ほど減少して

いるということで、全般的には自転車のルー

ル、マナー改善の方向にあるとは感じており

ますけれども、しかしながら、やはり高校生

を中心としまして、自転車のマナー無視、ル

ール違反が、まだ県民の声も新聞紙上等に掲

載される機会が多いですので、ここに書いて

おりますように、しっかりとその辺の広報啓

発、指導等を今後とも継続していきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 ぜひ、ある程度の方々は左側

ということで、これまでの警察の指導もあっ

て、わかっていると思いますけれども、なか

なかそうじゃない、わかっててもそこを走ら

ない方もいらっしゃいますので、徹底のほう

をお願いしたいと思います。 

 それと、済みません、関連して、最近マラ

ソンブームで、私も走りますけれども、ラン

ナーはどっち側を、左を走るべきか、右を走

るべきか迷うんですよね。どうなんですか。

歩行者になるんですかね。 

 

○木庭交通部長 個人で走られる場合は、や

はり歩行者と。ただ、一定の集団になります

と左側を走行するような、ちょっと集団の数

は覚えておりませんけれども、大きな集団に

なりますと、左側を通行するような道路交通

法の規定がございます。個人で進まれる場合

はもうやはり右側ですね、歩行者と一緒です

ので。ただ、歩道がありましたら、やはり歩

道上をぜひ走っていただきたいというふうに

考えております。 

 

○鎌田聡委員 よく最近は練習会で、歩道と

いうか、道路を集団で走っている方も多いん

ですよね。ですから、ちょっとその辺のもう

一回――今走る方が結構ふえていますので、

何名以上は左側とか、少し周知徹底というの

をやったほうがいいと思います。 

 それと、夜走る、私も夜走るんですけれど

も、蛍光たすきをかけてないで走っている方

もいらっしゃって、非常に走っている同士も

恐ろしいし、車を運転して見えづらい、捉え

づらいという場面が幾つもありますので、そ

この徹底もあわせて――特に今走る人ふえて

きていますので、そういったところも、この

プランも含めてこれからの周知徹底というの

をやっていただきたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

 

○木庭交通部長 先ほど集団で、ある程度の

梯団となった場合は左側を行ってもらう場合

もあると申しましたけれども、通常の練習に

おきましては、そういった、何かリーダーの

方がいて、集団で移動するわけじゃないと思

うんですよね。ですから、これはやはり個人

としての走行と思いますので、通常は、歩道

がなければ道路の右側を走っていただくとい

うことになると思います。 

 それと、反射材の関係でございますけれど

も、これもやはり大事な問題で、若干最近は

日暮れも遅くなっておりますけれども、特に

10月ごろから非常に日暮れが早くなったとい

うことで、そういう申し入れも、市の熊本城

マラソンの事務局に申し入れしまして、そう

いった参加者の方にいろんな連絡文を発送す

る場合には、そういった反射材の着用をお願

いするような記事も入れるように事務局のほ

うにお願いしましたところでありますし、ま
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た、12月には、免許センターのほうで、こう

いった熊本市の事務局の方、それから熊本走

ろう会の重立った方等に来ていただきまし

て、いかに反射材をつけとると見え方が違う

のか、効果があるのか、その付近を実際市の

事務局の方、あるいは熊本走ろう会の方には

体験していただいて、そしてそういったこと

をほかの方にも広げるようなことも依頼した

ところであります。 

 今後とも、しっかりとそういったことで、

やはり反射材一つで悲惨な事故が防げると、

また、反射材をつけて走ることによって、そ

の安全に対する意識が非常に向上するという

ふうに聞いておりますし、また、そうだろう

と思いますので、しっかりとその辺の対策を

していきたいと思っております。 

 

○鎌田聡委員 先ほども言いましたように、

結構走る人が今ふえてきていますので、それ

ぞれのやっぱりマナーも守らなければいけな

いし、自分の身を守る取り組みも必要になっ

てきます。そして、また、走っていると、信

号をついつい――私は守っていますけれど

も、守らぬでぱっと行く人もいらっしゃいま

す。そういったところの、もう一度そういっ

た交通安全を含めたマナーの徹底というのを

やっていただくようにお願いしておきます。 

 

○髙野洋介委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 

○荒木章博委員 なら、最後に１つだけ。 

 

○髙野洋介委員長 その他じゃないですよ

ね。 

 

○荒木章博委員 その他じゃないです。 

 今、振り込め詐欺、特殊詐欺について話が

今出ておりましたけれども、本会議やら委員

会でも申しましたけれども「振込め詐欺見張

隊」の対応についても質問したところでござ

いますけれども、これもどういうふうに今考

えておられるのか、ちょっとお尋ねしたいと

思います。 

 

○甲斐参事官 自動通話録音装置、これにつ

きましては、現在、要求しまして、100台程

度は今回確保する見込みです。必要により、

各署に配付したいと考えております。 

 

○荒木章博委員 ありがとうございます。よ

ろしくお願いします。 

 

○髙野洋介委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 次に、その他に入りま

す。 

 その他で何かありませんか。 

 

○荒木章博委員 ここに「熊本の心」を検証

するために、県民大会ということを開催され

るということで、これ、家庭教育支援条例を

含めた、非常にその取り組みの中で教育長も

議会や委員会でも答弁をされている。「熊本

の心」熊本の歴史、文化を大切にするという

ことの一環として今回取り組まれたことだと

思います。これは非常に私はすばらしい行事

だというふうに思います。 

 今後、こういったのを県民にも周知しなが

ら、今後数度となくやっていかれると思いま

すけれども、そこのところをちょっとお尋ね

したいと思います。 

 

○福澤社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 ｢熊本の心」は、御案内のとおり、全ての

小中学校に児童生徒分、道徳教育、熊本を知

って、学んで、熊本の偉人であるとか、すば

らしい文化を学ぶということから、郷土を大
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切に思う、ひいては国を大切に思う心にもつ

ながるような道徳につながるものと思ってお

ります。 

 これは、ただ読み物としてもおもしろいも

のですから、県民の方にも広げていってほし

いという思いから、ＰＴＡであるとか、婦人

会であるとか、小中学校にとどまらない、高

校や幼稚園、保育園のようなところにまで広

げていきたいというふうに考えております。 

 これ、県民大会のような形で今回開催させ

ていただきますけれども、生の偉人の声とい

うことで、今回、山下元柔道の金メダリスト

の講演なども入れつつ、そういう子供たちに

リアル感を持った偉人に触れるというような

機会を持って、心を育てていってほしいなと

いうことで、今後もこのような活動をさまざ

まな機会を捉えて、伝えというか、育む機会

を設けていきたいなというふうに考えており

ます。 

 

○荒木章博委員 ｢熊本の心」には、低学年

の部と高学年の部とあります。今回は、対象

はどっちですか。 

 

○福澤社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 今回は全てでございます。小中学校、低学

年、中学年、高学年、中学校編と４種類あり

ますけれども、それ、全てを対象にしており

まして、実践事例を発表していただきますの

は小学校の高学年にはなっておりますが、対

象としては、全ての小中学校の読み物全てに

する予定でございます。 

 

○荒木章博委員 今後、やっぱり取り組みと

しては、年に数回やっていかれる考えです

か。 

 

○福澤社会教育課長 大きな県民大会として

は、今のところは１回とは思っております

が、この「熊本の心」の読書感想文のような

ものは、小学校から高校、大人まで募集し

て、今回も表彰を行おうと考えております

し、少なくとも学校の授業ですね、小中学

校、週１回の道徳の授業で何がしかの形で使

っていただくということで広く考えてはおり

ます。一回きりということではなくて、さま

ざまな場面で使っていただくことを予定して

おります。 

 

○荒木章博委員 要望ですけれども、委員に

もこういうやつは早目に、白黒じゃなくて、

カラーのやつでしょう。だから、委員さんに

は、こういういいことをやるのに、委員長も

見ておられると思いますので、早目に皆さん

に徹底すれば、特に「熊本の心」という教育

長が自信を持って委員会でも発言されている

やつですから、こういうことをやっているぞ

と胸を張って告知できるように、今後進めて

いただきたいと思います。 

 もう１点、修学旅行についてお尋ねをした

いと思います。 

 修学旅行について、今、海外はアシアナと

か、アジアに向けた台湾も含めて、シンガポ

ールも含めて対応していると思うんですけれ

ども、海外に対する修学旅行の周知という

か、取り組みというのは、昨年度、今年度に

向けてどういうふうに今対応されているの

か、中学校、高校含めて、それをちょっとお

尋ねしたいと思います。 

 

○上川高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 海外修学旅行への取り組みについては、グ

ローバルな人材の育成ということで、高校教

育課としても非常に大切な事業だというふう

に思って促進をしておるところでございま

す。 

 昨年の校長会議では、今台湾に修学旅行に

行っております大津高校の校長に、校長会議
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の場で、その台湾への修学旅行の意義につい

てお話をいただくというようなことを通し

て、実際に海外に修学旅行に行った成果等に

ついて、学校に話をしているところでござい

ます。 

 今後とも、具体的に海外の修学旅行に行く

学校がふえますように、さまざまな取り組み

を進めていきたいと今考えているところでご

ざいます。 

 

○荒木章博委員 いや、海外に進めていくと

いうことを聞いているんじゃありません。今

現実的に何校が、何名が行ったのか、中学も

含めてお尋ねしたいと思います。 

 

○緒方義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 中学校の修学旅行につきましては、海外は

行っておりません。今、ゼロでございます。 

 

○上川高校教育課長 現在、海外修学旅行、

今年度につきましては、大津高校、熊本商

業、それから東稜高校の３校でございます。 

 

○荒木章博委員 いや、だから、そこはどこ

に行ったのか、何名行ったのか、その把握は

されていますか。 

 

○上川高校教育課長 大津高校については、

１学年の生徒が行っております。全クラス行

っております。それから、東稜高校について

は、国際コースの１年生が１クラス、これは

台湾に行っております。それから、熊本商業

の国際経済科の、これは２年生でございま

す。これが台湾まで１クラス行っておりま

す。 

 

○荒木章博委員 やっぱり海外修学旅行、研

修というのは、非常にこれは取り組むべきだ

というふうに思います。 

 それと、本年度からシンガポールにも、農

政の課長だったか、が所長で行っておられる

し、ＪＩＣＡあたりとの取り組みとか、そう

いったものも、やっぱり海外研修あたり、海

外修学旅行あたりは積極的に対応すべきだと

いうふうに私は思いますので、シンガポール

にせっかくそういうきちんとした所長も県か

ら派遣したり、それとの向こうとの対応の仕

方と、ことし３月には、私立の中学校が約30

数名、校長先生初め修学旅行に行くというこ

とで、シンガポールに行くということで、シ

ンガポールの事務所と対応するとか、学校交

流をどこの学校とやると、アウトをやっぱり

大切にすることによってインバウンドもある

わけですから、せっかく知事が「夢の架け

橋」プランの中で、海外交流、そしてアジア

への戦略というものを打ち出していますか

ら、教育委員会も自主的にどういう動きをし

ていくかということは、やっぱり国際化の子

供たちを育てる、英語教育あたりも小学生に

対応しなきゃいかぬ。そういった中で、やっ

ぱり英語の大切さとか、外国語の大切さ、や

っぱり外国を見聞してこそ私は取り組むこと

ができるというふうに思いますので、積極的

に対応していただきたいと思います。 

 あわせて、委員長、いいですか。 

 県警のほうにも、県警あたりの研修といい

ますか、海外研修、これ、治安の勉学とか、

研修とかについては、どのくらい年間派遣を

されているのか、期間あたりも教えていただ

きたいと思います。 

 

○林参事官 現在、刑事部門で１年間、海外

研修で語学の研修で行っておるのがございま

す。昨年度まではシンガポールに行っており

ましたけれども、本年度からは台湾のほうに

場所を変更して、北京語の習得ということで

派遣をいたしております。全て県費をいただ

きまして対応しているところでございます。 
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○荒木章博委員 ちょっと私が聞き漏らした

かもしれませんけれども、人数と期間あたり

をちょっとお尋ねしたい。そしてまた、新年

度に向けて大体どのくらいのメンバー、人数

が行かれるのか、お尋ねしたいと思います。 

 

○林参事官 現在、１人を派遣しておりまし

て、１年間、予算としましては440万ほどい

ただいてやっております。 

 あと１つ、モンタナ大学のほうに24日間、

２人ということもございました。 

 

○荒木章博委員 本部長にやっぱりちょっと

お尋ねしたいと思うんですけれども、お願い

もしたい。 

 やっぱり海外研修というのは、非常に語学

力も含めて大切だというふうに思います。だ

から、やっぱり管理職の皆さんを含めて私は

積極的に海外への対応、そしてまた、今度

は、天皇皇后両陛下をお迎えして、熊本での

行事、国際会議もあっておりますし、また、

あわせて、６年後に――来年には世界の剣道

大会が日本で18年ぶりに開催をされる、ま

た、世界ハンドボール大会の女子の部も熊本

で開催をし、その後にオリンピックも６年後

に開催をされる、多くの観光客が治安に向け

た充実というのを日本に望んでいるわけです

ので、ぜひこういった海外視察あたりを署員

の幹部の皆さんまで含めてやられたらどうか

なと要望したいんですけれども、いかがでご

ざいましょうか。 

 

○西郷警察本部長 御指摘のとおり、社会の

国際化が進展をしておりまして、警察で取り

扱う事案も、そういう事案が今後ふえてくる

と思います。警察でも、海外の言語を習得す

るために、警察大学校でも課程などもありま

して、そういうところへの派遣ですとか、そ

ういうものも積極的にやっておるわけですけ

れども、現在でも台湾ですとかに派遣をして

語学研修を行わせております。引き続きこの

種のものを充実していく必要があるというふ

うに思っております。 

 

○荒木章博委員 ちょうど私が仲人した人

が、たしか中国語ができて、警察で中国にし

ばらくいた。大分若いときの仲人ですから今

どこにいるかわかりませんけれども、そうい

った中で、やっぱり海外研修や語学力含めて

グローバル的な警察官を目指すためには、そ

ういうのが必要だとは思いますので、本部長

が言われるように、今後も積極的な対応をし

ていただきたいと、かように思っておりま

す。 

 また、「振込め詐欺見張隊」も100台整備を

されるということでございますので、改めて

お礼を申し上げて質問を終わります。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにありませんか。 

 

○木庭交通部長 済みません、先ほどの私の

発言で１つ訂正させていただきます。 

 集団で走行する場合は道路の左側と申しま

したけれども、これは間違いでありまして、

歩道があっても車道の右側を――100人以上

の集団で行く場合は、歩道じゃなくて、車道

の右側を行きなさいという規定があります。

ただ、その場合も、警察官が現場で右側は危

ないと判断すれば、左側を集団で行くように

指示することができるという規定がありま

す。 

 大変申しわけありませんでした。訂正させ

ていただきます。 

 

○髙野洋介委員長 わかりました。 

 なければ、以上で本日の議題は全て終了い

たしました。 

 次の委員会は、２月21日金曜日午前10時か

らを予定しております。正式には後日文書で

通知いたします。 
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 それでは、これをもちまして第８回教育警

察常任委員会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 

  午後０時10分閉会 
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